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はじめに 

 

 

 

 

 

 

本市では、令和３年３月に「第４次てだこ障がい者(児)プラン＜改訂版＞」を策定し、「人

間尊重」を基本理念として掲げ、各種の障がい者施策に取り組んでまいりました。 

この度、「第４次てだこ障がい者(児)プラン＜改訂版＞」が令和５年度末をもって計画期

間終了となるため、これまでの取り組みを点検・評価しつつ、国の動きや考え方を踏まえ、

「第５次てだこ障がい者(児)プラン」を策定いたしました。 

この間の大きな動きとしましては、令和５年３月に国の「第５次障害者基本計画」が策定

され、令和５年５月には、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針の一部を改正する告示」が告示され、障がいのある方等に対す

る虐待の防止や障がいのある方による情報の取得利用・意思疎通の推進等の新たな方向

性が示されています。 

本計画では、保健・医療・教育・保育・就労・社会参加・生活環境などのあらゆる分野にお

いて、本市が取り組むべき障がい者（児）施策に関する基本的な考え方、方向性を示してい

ます。 

この計画を着実に実行していくため「社会的障壁を除去しつつ、すべての市民が障害の

ある、なしに関わらず、互いに認め合いながら、本市に住む障がい者及び障がい児と、その

家族が、安心して生活ができ、育ち、学び、働き、楽しみ、参画し、かつ互いに支えあえる地

域社会をめざします。」を基本理念として、４つの基本目標と６つの重点施策を設定し、障

がい者の社会参加の促進と共生社会の実現を目指し、積極的な施策を展開していくことと

しております。 

本市においては、令和３年度に浦添市障がい福祉関連複合施設「ピアラルうらそえ」を開

所しているところですが、今後とも、障がい者(児)福祉施策の更なる充実・強化を図ってま

いりますので、てだこ障がい者(児)プランの推進に対しまして、ご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見、ご提言をいただきました浦添市福

祉保健推進協議会・障がい者（児）プラン策定専門部会委員の皆様、アンケート調査でご協

力をいただきました市民の皆様、そして関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。 

 

        令和６年３月 

        浦添市長 松本 哲治 
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【本計画における「障がい」用語の定義について】 

 

浦添市では、障がいのある方の人権を尊重するとともに、ノーマライゼーションに対する

市民の意識高揚を図る取り組みの一環として、「障がい」の表記に関する方針』を定め、「障

害」という言葉が、前後の文脈から人を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記することを

定めています。なお、人を表す場合でも、固有名詞や法令で規定されている用語等はこの方

針から除きます。 

 

例：「障がい者」「身体に障がいのある方」「発達障がい児支援」 

「障害者計画」「身体障害者手帳」「発達障害者支援法」 

 

 

 

 

 

 

 

  


